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岡山県統計調査 登録第 129 号 
 
 

 

仕事と家庭の両立支援に関する調査票 

 

この調査は、統計以外の目的に使用することはありませんので、事実をありのまま記入してください。 
 

 
お願い 

 
  
この調査は、特にことわりのない限り、令和６年１０月１日現在の状況について記入してください。 
回答は、特にことわりのない限り、該当する番号を○で囲んでください。 
また、人数など、空欄に具体的な内容を記入してください。 
提出期限は、令和６年１２月６日（金）です。同封の返信用封筒により郵送してください。 
 
■調査全体の定義 
１．従 業 員：直接雇用関係のある労働者（派遣社員を除く） 
２．正 社 員：従業員のうち、無期雇用契約のフルタイム勤務で正社員･正職員等とされている者 
３．非正社員：従業員のうち、有期雇用契約であったり、フルタイム勤務でなかったりするなど 
       正社員とされていない者（契約社員、嘱託社員、パート、アルバイトなど） 
 
≪調査票の内容や記入方法についてのお問い合わせ先≫ 
 【受託企業】株式会社サーベイリサーチセンター岡山事務所 
       〒700-0913 岡山市北区大供2-1-1 

電 話 0120-328-200（フリーダイヤル）（月曜～金曜 10:00～17:00） 
担当者 齋藤 

 
 
 

Ⅰ 事業所に関する事項 
 
   （同一企業であっても、本社・支社・工場等はそれぞれ別個の事業所となります）  

事業所名 
記入者
所 属
氏 名 

所属 

所在地（〒  -   ） 電話（  ）  -    内線 

氏名 

主な事業内容 

 

問１ 産業の分類  
 

鉱業，採石業，砂利採取業 １ 不動産業，物品賃貸業 ９ 

建設業 ２ 学術研究，専門･技術サービス業 10 

製造業 ３ 宿泊業，飲食サービス業 11 

電気･ガス･熱供給･水道業 ４ 生活関連サービス業，娯楽業 12 

情報通信業 ５ 教育，学習支援業 13 

運輸業，郵便業 ６ 医療，福祉  14 

卸売業，小売業 ７ 複合サービス事業（注1） 15 

金融業，保険業 ８ サービス業  16 

（注 1）「複合サービス事業」に該当する事業所は、複数の各種サービスを提供し、いずれが主たる事業である
か判別できない農林水産業協同組合及び事業協同組合のような事業所をいいます。 

 
 

  

秘 

Ⅰ 事業所に関する事項 
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問２ 貴企業全体の規模（本社支社等を含む全常用労働者（注 2）をいいます）  
 

２９人以下 １ ３００人～４９９人 ５ 

３０人～４９人 ２ ５００人～９９９人 ６ 

５０人～９９人 ３ １，０００人以上 ７ 

１００人～２９９人 ４ 
 

（注 2）「常用労働者」とは、雇用期間を定めずに、又は１カ月以上の期間を定めて雇われている者をいいま
す。事業主又は法人の代表者、無給の家族従業者は除きます。 

 
 
問３ 労働組合の有無  

あ り １ な し ２ 

 
 
問４ 貴事業所の従業員数  

 
 
 

 

全常用労働者数
 

正社員数 非正社員数 

女性 
 
 

 
 

 
 

 
 

人 
 
 

 
 

 
 

 
 

人 
 
  

 
 

 
 

 
 

人 

男性 
 
 

 
 

 
 

 
 

人 
 
 

 
 

 
 

 
 

人 
 
 

 
 

 
 

 
 

人 

計 
 
 

 
 

 
 

 
 

人 
 
 

 
 

 
 

 
 

人 
 
 

 
 

 
 

 
 

人 

※該当者がいない場合、０を記入してください。 
 
 
 

Ⅱ 労働時間制度に関する事項 
 
 
問５ 年次有給休暇 
（１） 直近１年間(※)における従業員１人当たりの年次有給休暇平均付与日数（繰越日数は含ま

ない）と平均取得日数をご記入ください。  
 付与日数 取得日数 

年次有給休暇（正 社 員）                 日         日 

年次有給休暇（非正社員）                 日         日 

   ※年度単位で付与している場合：令和５年４月１日から令和６年３月 31日までの間 
      年単位で付与している場合  ：令和５年１月１日から令和５年 12 月 31日までの間 
   入社日を基準として付与している場合：直近の付与日以降１年間 
 
 
（２）年次有給休暇の取得促進等に向けて導入している制度について、該当する番号をすべて○

で囲んでください。  

半日単位で取得できる制度 時間単位で取得できる制度 計画的に付与する制度 その他 

１ ２ ３ ４ 

 
 

  

Ⅱ 労働時間制度に関する事項 
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問６ 勤務間インターバル制度（注 3） 
（１）１年間を通じて、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が 11 時間以上空いている（注 4）

正社員はどれくらいいますか。  

全くいない 
ほとんど 
いない  

全体の４分の
１程度いる 

半数程度 
いる   

全体の４分の 
３程度いる  

ほとんど 
全員   

全員 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

（注 3）「勤務間インターバル制度」とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間（イン
ターバル時間）を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。「労働時間
等の設定の改善に関する特別措置法」により、同制度の導入が事業主の努力義務となっています。 

   なお、就業規則や労働協約等により具体的な時間数を設定している必要があります。 
   例えば、以下の例が「勤務間インターバル制度」に該当します。 

①実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空けることを定めている場合 
 （例）「終業時刻から 11時間空けなければ始業してはならない」と定めている場合 
②実際の終業時刻に応じて翌日の始業時刻を定めている場合 
 （例）「午後 10 時～午後 11 時の間に終業した場合、翌日の始業時刻は午前 10 時」などと実際の終業

時刻に応じて始業時刻を定めている場合 
（注 4）「11 時間以上空いている」とは、令和５年１年間のすべての勤務日において、実際の終業時刻から始

業時刻までの間隔が 11 時間以上空いている場合（終業時刻から始業時刻までの間に、休日を挟む場合は
除く。）をいい、所定の終業時刻と翌日の所定の始業時刻が 11 時間以上空いていても、必ずしもこれに
該当するとは限りません。なお、注 3 の「勤務間インターバル制度」が適用されている労働者であるか否
かは問いません。 

 

（２）勤務間インターバル制度を導入していますか。 
 

導入している 
（注5） 

導入を予定又は 
検討している  

導入予定はなく、 
検討もしていない 

１ ２ ３ 

 
   

（４）へ 
 現在、導入している場合にお答えください。 

 
 
（３）実際の終業時刻から始業時刻までの間に空けることとしている具体的な時間を記入してく

ださい。間隔の時間を複数設けている場合は、最も短い間隔の時間を記入してください。  
 

 
 

時間
 

 

 
 
 

分
 

 

（注 5）「導入している」と回答する場合、労働協約、労使協定又は就業規則に当該制度が定められていること
を必要とし、慣行で決まっている場合などはこれに該当しません。 

 
 
（４）勤務間インターバル制度を導入していない（しなかった）理由について、該当する番号を

すべて○で囲んでください。なお、当該制度を知らなかった場合には、「当該制度を知らな
かったため」のみに○をつけてください。  

夜間も含め、常時顧客や取引相手の対応が必要なため １ 

人員不足や仕事量が多いことから当該制度を導入すると業務に支障が生じるため ２ 

当該制度を導入すると労働時間管理が煩雑になるため ３ 

超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため ４ 

その他 ５ 

当該制度を知らなかったため ６ 
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Ⅲ 働き方改革に関する事項 
 
問７ 働き方改革の取組 
（１）貴事業所における働き方改革として、①取り組んでいること ②今後取り組む予定･検討中

のこと ③効果を上げていることはありますか。該当する番号をすべて○で囲んでください。  

項 目 ①取り組ん
でいる 

②今後取り組む
予定・検討中 

③効果を上げて
いる  

時間外勤務の縮減 １ １ １ 

労働時間・働く場所の柔軟化（フレックスタイ
ム制・テレワークの導入、勤務地の限定等） ２ ２ ２ 

有給休暇の取得促進 ３ ３ ３ 

短日勤務制度（週休３日制等）の導入 ４ ４ ４ 

業務の効率化 
（業務体制の見直し、生産性の向上等） 

５ ５ ５ 

副業・兼業の容認 ６ ６ ６ 

非正社員の処遇改善（同一労働同一賃金等） ７ ７ ７ 

仕事と育児・介護の両立支援制度の導入・充実 ８ ８ ８ 

女性・高齢者など多様な人材の活用 ９ ９ ９ 

その他（                ） 10 10 10 

 
（２）貴事業所において、働き方改革を進める上での課題について、該当する番号をすべて○で   

囲んでください。  

所定外労働時間が長い １ 

有給休暇を取得しにくい ２ 

就業時間が固定化されており、柔軟な時間設定ができない ３ 

会議や調整に要する時間が長い ４ 

テレワークや在宅勤務制度が活用しづらい ５ 

育児や介護などの理由がある人しか制度等を利用できない ６ 

男性の育児・介護に関する両立支援制度の利用率が低い ７ 

深夜や休日対応の必要な仕事が多い ８ 

転勤や長期出張が多い ９ 

長時間働く人が評価される仕組みや風潮がある 10 

同じペースで昇進・昇格しないとキャリア形成できない 11 

長期休業や再雇用の制度がない 12 

特定の人に業務が偏りやすい、業務の属人化 13 

その他（                                                         ） 14 

特にない 15 

Ⅲ 働き方改革に関する事項 
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（３）アドバンス企業認定制度（注 6）を知っていますか。 
 

 

 
  
 
 
 
 （注 6）「アドバンス企業」とは、おかやま子育て応援宣言企業のうち、従業員の仕事と家庭の両立支援に特

に積極的で、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定している等一定の条件を満た

す企業をアドバンス企業として認定する岡山県子ども・福祉部子ども未来課が所管する制度です。 
   取得された企業には以下のようなメリットがあります。 

（１） 県ホームページで企業名を紹介 

（２） アドバンス企業専用ロゴマークを使用し、対外的にＰＲが可能に。仕事と家庭の両立支援等に前向

きな企業として、イメージアップや優秀な人材の確保が期待されます。 

 

 

（４）アドバンス企業認定制度を知っているが導入していない理由について、該当する番号をす
べて○で囲んでください。 

  

各種両立支援制度の整備等、要件を満たすことが困難であるため １ 

要件には手が届きそうだが、認定までの事務が煩雑であるため ２ 

当該認定を取得するメリットを感じないため ３ 

子育て世代の社員が少なく、当該認定を取得する必要性を感じないため ４ 

その他（                               ） ５ 

 
 
 
問８ テレワーク（注 7） 
（１）テレワークの実施状況についてお答えください。  

以前から制度があり実施している １ 

コロナ禍を機に実施し、今後も継続する ２ 

コロナ禍で実施したが、臨時的なもので制度化の予定はない ３ 

現時点では実施していないが、制度導入を検討している ４ 

導入する予定はない ５ 

（注 7）「テレワーク」とは、情報通信技術（ICT）を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方を
いいます。働く場所で分けると、下記の３つの種類の勤務形態があります。 
①在宅勤務…勤務先から離れて、自宅を就業場所とする働き方。終日在宅勤務のほか、１日の一部の時間

を自宅で勤務する部分在宅勤務も該当します。 
②モバイル勤務…ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した場所で行う勤務。例えば、

移動中の交通機関や顧客先、カフェ、ホテル、空港のラウンジなど労働者が自由に働く場所を選択でき
る、外勤における移動時間を利用できるといった働き方 

③サテライトオフィス勤務…自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィス（シェアオ
フィス、コワーキングスペースを含む）など、労働者の属するメインのオフィス以外に設けられたオフ
ィスを利用する働き方 

 
 

知らない 
知っていて取得済  
若しくは取得検討中 

知っているが  
取得予定はない 

１ ２ ３ 

問８へ 

(4)へ 
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（２）実施したことがある場合、テレワークの実施における課題について、実施したことがない
場合、テレワークを実施しない理由について、該当する番号をすべて○で囲んでください  

テレワークに適した仕事がない １ 

実施の必要性やメリットがよく分からない ２ 

従業員の人事管理、評価等が難しい ３ 

従業員同士のコミュニケーションに支障がある ４ 

顧客など外部への対応に支障がある ５ 

テレワーク実施者以外の従業員にしわ寄せがある ６ 

労働組合や従業員からの要望がない ７ 

情報漏洩などセキュリティ上の問題がある ８ 

導入経費がかかる ９ 

導入時の手順、必要事項等が分からない 10 

その他（                                                         ） 11 
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Ⅳ 育児休業制度等に関する事項 
 

育児休業制度は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
に規定する休業制度をいい、労働基準法に規定する産前産後休業、育児時間とは別の制度です。 

 
問９ 育児休業制度の規定の有無  

就業規則等に制度の規定あり １ 

就業規則等に制度の規定なし ２ 

 
問 10 育児休業制度の対象者 

それぞれの項目について、該当する番号を○で囲んでください。  

項 目 対象としている 対象としていない 

有期契約労働者 
（※法律に定める要件を満たしている者を除く。） 

１ ２ 

雇用された期間が１年未満の労働者 １ ２ 

申出の日から１年以内（１年６か月まで及び２歳までの
育児休業をする場合には、６か月以内）に雇用関係が終
了する労働者 

１ ２ 

１週間の所定労働日数が２日以下の労働者 １ ２ 

   ※法律に定める要件 
子が１歳６か月（２歳までの休業の場合は２歳）に達する日までに労働契約期間が満了し、 
更新されないことが明らかでないこと 

 
 
問 11 休業期間 

子が何歳になるまで育児休業をすることができますか。  

子が満１歳未満 １ 

子が満１歳６か月未満（※法律に定める要件による期間延長を除く。） ２ 

子が満２歳未満   （※法律に定める要件による期間延長を除く。） ３ 

子が満３歳未満 ４ 

子が満３歳以上 ５ 

  ※法律に定める要件 
①保育所等への入所を希望しているが、入所ができない場合 

    ②常態として子の養育を行っている配偶者であって、１歳（又は１歳６か月）以降子を養育する予定 
であった者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合 

 

  

Ⅳ 育児休業制度等に関する事項 
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問 12 育児のための所定労働時間短縮等の制度の有無、内容 
それぞれの項目について、該当する番号を○で囲んでください。  

  
              利用期間等   

 
 
 
 
  制度等 

制度の有無 

 
 
 
 
無 

 
 
 
 
有 

制度の最長利用期間 

子が３歳

に達する 

まで 
 
 
 

子が３歳

から小学

校就学の

始期に達

するまで 

 

子が小学

校入学か

ら小学校

３ 年 生

(又は９

歳)まで 

子が小学

校４年生

から小学

校 卒 業

(又は12

歳)まで 

子が小学

校卒業以

降も対象 
 
 
 

短時間勤務制度 １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 
  

 所定外労働の制限 １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

フレックスタイム １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

事業所内保育施設 １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

育児に要する経費の援助措置 
（注8） 

１ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

        
（注8）「育児に要する経費の援助措置」とは、労働者がベビーシッター等外部の業者によるサービス等を利用した

場合にその経費の一部を事業主が負担したり、あるいは事業主がベビーシッター会社等育児に係るサービス会
社と契約し、労働者の利用に供する制度等をいいます。 

 
  現在、短時間勤務制度がある場合にお答えください。 
   

平日１日に短縮する時間の長さ 

１時間 
未満 

１時間以上 
２時間未満  

２時間以上 
４時間未満 

４時間 
以上 

短時間勤務制度 １ ２ ３ ４ 
 

                      ※週単位、月単位での制度を実施している場合は１日あたりに換算して 
お答えください。 
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Ⅴ 子の看護休暇に関する事項 
 

子の看護休暇は、負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世
話を行う労働者に与えられる休暇であり、年次有給休暇とは別のものとして与えられる休暇です。 

 
問 13 子の看護休暇制度 
（１）子の看護休暇制度の規定の有無  

就業規則等に制度の規定あり １ 
 

有  給 一部有給 無  給 

就業規則等に制度の規定なし ２ １ ２ ３ 

 
 
（２）子の看護休暇制度の対象者 

それぞれの項目について、該当する番号を○で囲んでください。  

項  目 対象としている 対象としていない 

入社６か月未満の労働者 １ ２ 

１週間の所定労働日数が２日以下の労働者 １ ２ 

 

 

問 14 子の看護休暇制度の内容 
（１）子が何歳になるまで子の看護休暇をとることができますか。  

子が小学校就学の始期に達するまで １ 

子が小学校入学から小学校３年生（又は９歳）まで ２ 

子が小学校４年生から小学校卒業（又は12歳）まで ３ 

子が小学校卒業以降も対象 ４ 

 
 
（２）休暇日数に制限はありますか。休暇日数に制限がある場合、「対象となる子が１人の場合」、

「対象となる子が２人以上の場合」それぞれについて、１年間に取得できる通算日数の該当する
番号を１つ○で囲んでください。（対象となる子が２人以上の場合で、対象となる子の人数によ
り取得できる日数が違う場合は、最大で取得できる日数についてお答えください。）  

制限あり 

対象となる 
子が１人の 
場合    

５日 １ 

６～10日 ２ 

11～20日 ３ 

21日以上 ４ 

対象となる 
子が２人以 
上の場合  

10日 ５ 

11～20日 ６ 

21～40日 ７ 

40日以上 ８ 

制限なし ９ 

 

  

Ⅴ 子の看護休暇に関する事項 
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問 15 子の看護休暇制度の利用者の状況 
（１）令和５年４月１日時点で小学校就学前までの子を持つ労働者数  
 項目 女性 男性 

就学前の子を持つ労働者数 
   

人 
   

人 

 うち令和５年４月１日から令和６年３月31日までに子
の看護休暇を取得した者の数 

   
人 

   
人 

※該当者がいない場合、０を記入してください。     
    

   
 
 
（２）子の看護休暇制度の利用日数  

期間 
性別 ３日以下 ４日～６日 ７日～９日 10日以上 

女 性 
   

人 
   

人 
   

人 
   

人 

男 性 
   

人 
   

人 
   

人 
   

人 

※該当者がいない場合、０を記入してください。 
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Ⅵ 仕事と育児の両立支援推進に関する事項 
 
問 16 仕事と育児の両立支援推進の効果 

仕事と育児の両立支援を推進することで、どのような効果がありましたか。該当する番号
をすべて○で囲んでください。  

新卒者や中途採用者の応募倍率が上がった、内定辞退が減った １ 

妊娠・出産・育児等を理由に辞める社員が減った ２ 

社内において子育てしやすい雰囲気が醸成された、仕事と育児の両立に関する理解が促
進された 

３ 

育児中の社員のモチベーションが向上された ４ 

社内における業務プロセスの見直しや働き方改革のきっかけになった ５ 

企業業績が向上した、企業イメージが向上した ６ 

子どもを持つ社員が増えた ７ 

その他（                                 ） ８ 

特に効果はない、わからない ９ 

 
 
問 17 仕事と育児の両立支援推進の障壁・課題 

仕事と育児の両立支援を推進する上での障壁・課題はありますか。該当する番号をすべて
○で囲んでください。  

仕事と育児の両立について、管理職・経営者、同僚等の理解・賛同・協力を得ることが
難しい 

１ 

従業員の労働時間管理、人事評価、キャリア相談が複雑になった ２ 

両立支援制度の導入や代替要員確保にコストがかかる ３ 

代替要員の確保が難しく、管理職や周囲の従業員の業務量が増えた ４ 

子育て中の従業員とそうでない従業員との間で不公平感がある ５ 

ロールモデルが自社にいない、子育て中の従業員に対する人事評価制度やキャリア育成
方針がない 

６ 

企業業績に影響が出る、顧客や取引先への理解が得られにくい ７ 

仕事と育児の両立が、会社や職場にどのようなメリットがあるのかが分からない ８ 

休業・休暇を取得したり、柔軟な働き方をしたりしにくい雰囲気のある職場である ９ 

その他（                                 ） 10 

特に障壁・課題だと思っていることはない 11 

  

Ⅵ 仕事と育児の両立支援推進に関する事項 
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Ⅶ 介護休業制度等に関する事項 
 

介護休業制度は、要介護状態にある家族の介護や世話を行うために連続して休業する制度をい
い、「介護休暇制度（要介護状態にある家族の介護や世話を行うために使う１日又は時間単位の
休暇を取得する制度）」とは別の制度です。 

 
問 18 介護休業制度の規定の有無  

就業規則等に制度の規定あり １ 

就業規則等に制度の規定なし ２ 

 
 
問 19 介護休業制度の内容 
（１）介護休業の付与期間、取得回数 
   問 18 で「規定あり」と回答された事業所で、法に定める期間を上回る制度を就業規則等に規定

している場合は、具体的に記入をお願いします。  

 法定 就業規則の内容 

付与期間 通算93日まで 
法を上回る制度 

（具体的に期間を記入） 
      

取得回数 対象家族１人につき３回まで 
法を上回る制度 

（具体的に期間を記入） 
      

 
 
（２）介護休業を取得できる労働者の範囲 

それぞれの項目について、該当する番号を○で囲んでください。  

項  目 取得できる 取得できない 

有期契約労働者 
（※法律に定める要件を満たしている者を除く。） 

１ ２ 

雇用された期間が１年未満の労働者 １ ２ 

申出の日から93日以内に雇用関係が終了する労働者 １ ２ 

１週間の所定労働日数が２日以下の労働者 １ ２ 

  ※法律に定める要件 
     介護休業取得予定日から起算して 93 日を経過する日から６か月経過する日までに労働契約期間が満了

し、更新されないことが明らかでないこと 
 
 
問 20 介護休業制度の利用者の状況 
（１）取得者の有無及び人数 

令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に介護休業を開始した者について記入して
ください。  
 介護休業取得者 代替要員の採用状況 

女 性 男 性 女 性 男 性 

休業取得者あり １ 
   

人 
   

人 
   

人 
   

人 

休業取得者なし ２ 
 

 
※該当者がいない場合、０を記入してください。 

 
 

  

Ⅶ 介護休業制度等に関する事項 
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（２）介護休業終了後の復職状況 
令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に復職予定だった者で、復職した者及び退職

した者について記入してください。  

項目 女  性 男 性 

復職した者 
   

人 
   

人 

復職予定であったが 
退職した者 

   
人 

   
人 

※該当者がいない場合、０を記入してください。 
 
（３）介護休業制度の利用期間 

令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に介護休業を終了し、復職した者について記
入してください。  

  
１週間未満 

 
１週間 

～２週間未満 

 
２週間 

～１か月未満 

 
１か月 

～３か月未満 

 
３か月 

～１年未満 

 
１年以上 

女性 
   

人 
   

人 
   

人 
   

人 
   

人 
   

人 

男性 
   

人 
   

人 
   

人 
   

人 
   

人 
   

人 

※該当者がいない場合、０を記入してください。 
 
問 21 介護のための所定労働時間短縮等の制度の有無、内容 

それぞれの項目について、該当する番号を○で囲んでください。  
  

 
 
 
 制度等 

制度の有無  
 
 
 
 

制度がある 
場合にお答 
えください。 

制度の最長期間 

無 有 
３年 
 

３年を超え 
５年未満 

５年以上 

短時間勤務制度 １ ２ １ ２ ３   

フレックスタイム １ ２ １ ２ ３ 

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ １ ２ １ ２ ３ 

所定外労働の制限 １ ２ １ ２ ３ 

介護に要する経費の援助措置 
（注9） １ ２ １ ２ ３ 

       
 （注9）「介護に要する経費の援助措置」とは、労働者が介護サービス等を利用した場合にその経費の一部を事業主が負担したり、

あるいは事業主が介護に係るサービス会社と契約し、労働者の利用に供する制度をいいます。   

 
問 22 介護の問題を抱えている従業員の把握 

貴事業所において、介護の問題を抱えている従業員の把握について、該当する番号をすべて○
で囲んでください。なお、特に把握していなかった場合には、「特に把握していない」のみに○
をつけてください。  

把
握
し
て
い
る 

直属の上司等による面談で把握した １ 

自己申告制度等で把握した ２ 

仕事と介護の両立に関する従業員アンケートで把握した ３ 

介護に関する相談窓口で把握した ４ 

その他の方法で把握した ５ 

特に把握していない ６ 
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Ⅷ 多様な正社員制度に関する事項 
 
 
問 23 多様な正社員制度の有無 

それぞれの項目について、該当する番号を○で囲んでください。  

項  目 制度あり 制度なし 

短時間正社員制度（注10） １ ２ 

勤務地限定正社員制度（注11） １ ２ 

職種・職務限定正社員制度（注12） １ ２ 

※「制度あり」とは、就業規則等に明文化されている場合に限らず、実態としてある場合も含めます。 
 

（注 10）「短時間正社員」とは、フルタイム正社員より一週間の所定労働時間が短い又は所定労働日数が少な
い正社員をいいます。（育児・介護休業法に定められた短時間勤務制度（３歳未満の子についての育児の
ための短時間勤務制度及び３年以内の介護のための短時間勤務制度）は除きます。） 

（注 11）「勤務地限定正社員」とは、転居を伴う転勤がない又は一定地域内でのみ異動のある正社員をいいます。                                          
（注 12）「職種・職務限定正社員」とは、職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され、一定の職種・

職務内で勤務することができる正社員をいいます。 
 
 
問 24 多様な正社員制度の利用者の状況 

貴事業所で、令和５年４月１日から令和６年３月 31日までの間に、問 23の制度を利用し
た者について記入してください。  

項  目 女  性 男 性 

短時間正社員制度利用者 
   

人 
   

人 

勤務地限定正社員制度利用者 
   

人 
   

人 

職種・職務限定正社員制度利用者 
   

人 
   

人 

※該当者がいない場合、０を記入してください。 
 

  

Ⅷ 多様な正社員制度に関する事項 
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Ⅸ 女性の活躍の推進状況に関する事項 
 
 
問 25 男女労働者の配置状況 

それぞれの項目について、該当する番号を○で囲んでください。  
 
 
 
 
 
 
 業 務 

業務の有無  
業
務
が
あ
る
場
合
に
お
答
え
く
だ
さ
い 
➔ 

現在の配置状況 

無 有 

男女ともに配置 

男性のみ 
配置 

女性のみ 
配置 

 
男女概ね
同じ（一
方の性が 
3～7割） 

 
男性が 
ほとんど 
（8～9割） 

 
女性が 
ほとんど 
（8～9割） 

人事・教育訓練 １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

総務・経理 １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

企画・調査 １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

広報 １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

研究・開発 １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

情報処理 １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

営業 １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

販売・サービス １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

生産 １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

 
 
問 26 女性の管理職登用にあたって重要なこと 

女性の管理職登用にあたって、重要なことは何だと考えていますか。該当する番号をすべ
て○で囲んでください。  

優秀な女性人材の確保 １ 

女性のみを対象とした能力開発や管理職養成のための研修の実施 ２ 

出産後も働き続けることができる環境整備 ３ 

男性の育児休業や看護休暇取得等を推進する取組 ４ 

所定外労働時間の縮減 ５ 

女性のモチベーション向上 ６ 

家族の理解、協力 ７ 

従業員の意識改革 ８ 

管理職の意識改革 ９ 

経営トップの意識改革 10 

男性の意識改革 11 

社会全体の意識改革 12 

その他（                                 ） 13 

  

Ⅸ 女性の活躍の推進状況に関する事項 
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Ⅹ ハラスメント対策に関する事項 
 
問 27 ハラスメント防止対策の有無、内容 

ハラスメント防止対策について、該当する番号を○で囲んでください。  
  

 
 
 
 
対策の有無 

 
セクシュアル 
ハラスメント 
（注13） 

 
妊娠・出産・ 
育児休業等に 
関するハラス 
メント   （注14） 

 
パワーハラス 
メント   （注15） 

 
他の事業主の雇用
する労働者等から
のパワーハラスメ
ントや顧客等から
の迷惑行為(注16) 

あり １ １ １ １ 
  

 なし ２ ２ ２ ２ 

     
（注13）「セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に対す

る労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環
境が害されることをいいます。 

（注14）「妊娠･出産･育児休業等に関するハラスメント」とは、職場において行われる上司・同僚からの言動（妊娠・
出産したこと、育児休業等の利用に関する言動）により、妊娠・出産した女性労働者や、育児休業等を申出・取
得した男女労働者の就業環境が害されることをいいます。 

（注15）「パワーハラスメント」とは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要か
つ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されることをいいます。 

（注16）「他の事業主の雇用する労働者等」とは、取引先等の事業主が雇用する労働者又は他の事業主（法人にあって
は、その役員）のことをいい、「顧客等からの迷惑行為」とは、暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等
のことをいいます。 

 
対策の内容について、該当する番号をすべて○で囲んでください。 
  

  
 
 
 
 
対策の内容 

 
セクシュアル 
ハラスメント 

 
妊娠・出産・ 
育児休業等に 
関するハラス 
メント    

 
パワーハラス 
メント    

 
他の事業主の雇用 
する労働者等から 
のパワーハラスメ 
ントや顧客等から 
の迷惑行為    

 

 就業規則等での事業主の方
針の明確化、周知 

１ １ １ １ 

行為者に対する厳正な対処
方針・対処の内容の就業規則
等への規定、周知 

２ ２ ２ ２ 

相談・苦情対応窓口の設置 ３ ３ ３ ３ 

相談・苦情対応窓口担当者が
相談の内容・状況に応じ適切
に対応するための体制整備 

４ ４ ４ ４ 

相談・苦情対応窓口担当者に
対する研修等 

５ ５ ５ ５ 

相談があった場合の迅速か
つ適切な対応 

６ ６ ６ ６ 

事実が確認できた場合の当
事者への適正な措置の実施 

７ ７ ７ ７ 

再発防止措置の実施 ８ ８ ８ ８ 

当事者等のプライバシー保
護への措置、周知 

９ ９ ９ ９ 

相談、調査への協力等を理由
に不利益な取扱いをしない
ことを定め、周知 

10 10 10 10 

その他 11 11 11 11 

 
 

お忙しいところ、調査に御協力いただきましてありがとうございました。 
 

   

Ⅹ ハラスメント対策に関する事項 


